
豪州 ･中国間自由貿易協定の動向とその経済波及効果

加賀爪 優

MasartlKAGATSUME: AtIStl̀alia-ChinaFreeTl.adeAgreementandItsEconomic

IITlpaCtS

FomlerlyAustraliahasInsistedontheglobaltradeliberallZat10nthrough GATTandWTO

consistently.Lrowevcr,Australia has recently concluded 4 FTAs with New Zealand,

Singapore,ThaHandandUnitedStatessofarAmongthose,thePTA withUllltedStateshas

beenverycontl●OVel-S-alnegotiationandvelYtimeconsumlngdurlngthenegotiationpl▲OCeSS

InthisnegotiationUSA hadinsistedtwostageagreementswhereagrlCulturehadbeenex-

cludedfrom liberallZationsectorslnthefirststageandthenagrlCulturewasreconsideredto

beIncludedlnthesecondstageafterzlgreementbecamesuccessfuLThiswasnottotallyac-

ceptedbyAtlStraliaandalsofrom thelntematlOnalvleWpOlntSOfconsistencybetweenWTO

andPTA.EventuauyltWasCOnCludedwithcompromlSeOfAustratlanSidetosomecxtent･

Sincethen,AustrallahasbeennegotiatlngthepossibilitiesofPTA withseveralcountries･

ThoseareFTAswithASEAN,Malaysia,Al.ab EsplrateCountl'iesFederat10n,Japanand

Chlna･Amongthem,thePTAwhichAustraliahasmoststronglymtendedtoconcludelSPTA

withChina.

Inthisarticles,theeconomlCimpactsonbothsideofPTA betweenAustrallaandChina

arediscussed.AtthisStage,1tispointedoutthatbothcountrleSWOuldhavepositivebenefits

From thisagreementandespeciallyAustraliahasbiggerbenefitsthanChlnam termsOfthe

mCreaSerateOfexportsヱIndGDP.AustraliaWOtlldexpandexportsortheminlngresources

andotherprimarylndustrleSWhileChinawouldexpandtextileandlaborilltenSivemanufac-

ttlrlng industries.Thosesituationsarequltedifferentfrom thecaseofPTA withUSA･

RecentlylnAustl･alia,thewoolIndustryhasbeenseriouslystagnatedwhilewinelrLdustryhas

beenenJOylngtheboomlngSltuations.ThesesituationshaveexpandedthepossibilltleSOf

lntra-industrytrade(horizontaldlVISIOnOflabor)withh1agrlCLllturaltradebetweenthetwo

countrleS.

1,はじめに

農産物貿易の自由化交渉において､オース トラリアは､当初からグローバルな自由化を主

張してきた｡ガット･ウルグアイ ･ラウン ドの場でも､アメリカと共に､工産物並みの即時

自由化を日本やEUに対して強く迫ってきたのは､周知の通 りである｡その際､オース トラ

リアは､ケアンズ ･グループのリーダー国として､｢無差別｣､｢多角｣､｢互恵｣というwTO

のモットーに従って､グローバルな白頭化を一貫して主張してきたのである｡ しかし､1999

年のシア トルでのWTO交渉が決裂して以来､wTO自由化交渉は遅々として進展 していない｡

- 67-



生物資源経済fTLjF'iE

今や､メンバー国が百数十カ国に膨れ上がったwTOの枠組みでの巨日射 ヒ交渉では､利害

の加数を見るのは極めて難 しく､それよりも､利害の共通する比較的近隣の数力国単位での

自由化交渉､いわゆる､地域間自由貿易交渉FTAが世界のあちこちで模索されるようになっ

てきた｡

こうした動きに加えて､WTOの枠組みでの自由化交渉においても､ウルグアイ ･ラウン

ドの際には､共同歩調をとってきたアメリカが､オーストラリアやニュージーラン ド､カナ

ダなど旧英連邦諸国で多く見られる各種のマーケテイング ･ボー ドなどの､いわゆる国家貿

にし始めた｡イギリスは､園内の諸般の事情によりいち早くマーケテイング ･ボー ドを廃 止･_

していたので､EUはもはやこうした国家貿易企業による貿易の--元 的活動は有 していないO

ちなみに､日本も､ 旧食糧庁 (現､総合食料局)､農畜産事業団や 日本葉タバコなど､STE

的組織による山元的貿易活動を有 しているO

こうした状況に及んで､自由化を推進するオース トラリア､アメリカ組に対 して､現状維

持または自由化の速度を少 しでも遅らせようとするEU､日本組の対立とい うり/レグアイ ･

ラウン ドの場で見られた対立二の図式は､国家貿易企業による--一元的貿易活動を廃止させよう

とするアメリカ､EU組に対 して､それを容認 しようとするオース トラリア､ 日本組の対立

という図式に変化する様相を呈してきた｡

オース トラリアは､こうした国際的情勢の中で､自由貿易交渉に関するスタンスを徐々に

変えてきた｡つまり､WTOでの自由化交渉に加えて､地域間自由貿易交渉の動きにも理解

を示すようになってきたのである｡

このような状況変化を踏まえて､オース トラリアの自由貿易交渉の経過と最近の交渉スタ

ンスを論じることは､今後の国際的な農産物自由化の流れを把握する上でも極めて重要であ

る｡

オース トラリアが最初に締結 した自由貿易協定は1983年にニュ-ジーラン ドとの間で締結

された経済関係緊密化協定 (CER)であった｡この協定に関しては､当初､国際的評価は極

めて低かったC,というのは､オース トラリアもニュージーラン ドも､輸出に占める一次産品

の比重が高く､その産業構造が似通っているため､r耶王ヨの間ではlt鋸1二描,､輸入品とも競合し

て自由貿易は活発化しないというものであった｡

というのは､リカー ドの比較生産費説や-クシヤー ･オリーンの資源賦存説で説明される

貿易利益は､本来は､例えば農業国と工業国といった産業構造が対照的で補完的な国の間で

成立するものである｡そのため､産業構造の似通った国同士の間では成功 しないことになる｡

現に歴史的にもそうした例がある｡余 り知られていないが､NAFTAとい う名前の協定は現

在の北米自由貿易協定以前にもあったOそれは､1966年に締結されたNew-Zealand-Australia

FreeTl･adeAgreementであるO両国の産業構造は余 りにも類似 していた為､互いの輸出品 ･

輸入品とも競合 し貿易促進効果は生せず､結局は失敗に終わった｡この両国は当時支配 して
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いた旧英連邦特恵制度との整合性を巡って､その前後にも幾つか協定の試みを繰 り返 してき

たが､最終的に両国の間で自由貿易協定が成功 したのは､1983年に締結された二国間自由貿

易協定 (経済関係緊密化協定cER)である,この協定は ｢現存するFTAの中で最も包括的な

FTAとして｣高く評価されているO後述する国際地域協定の類型化で言えば､経済連携協定

の段階から共同市場の段階に近づいているOこの協定を共同市場の段階にまで戚熟させる際

に､現在残っている問題は､税関制度の共通化､萩山通貨の採用などのみである｡

では､以前に失敗 した両国間の自由貿易協定が､二度日には成功 した理由はどこにあった

のかOこれは次のように説明できる｡つまり最初の協定である旧NAFTAが締結された1960

年代の国際情勢下では､貿易利益はいわゆる産業間貿易 (或いは垂直分業)から追求されて

いた｡これは本来の比較生産費説が描いていた状況である｡ しかし､二度目の自由貿易協定

であるCER協定が締結された1980年代には､貿易利益はむしろ産業内貿易 (或いは水平分業)

から追求される状況に変化していた｡比較生産費説や資源賦存説では､｢自国に相対的に豊

富に存在する資源をより集約的に投入する産業部門で比較生産費が安くなるので､その部門

に特化 して輸出し､そ うでない部門を輸入に依存する｣ことから貿易利益 (産業間貿易<垂

直分業>からの貿易利益)が得られる訳であるが､これを突き詰めていくと､どの国も資源

賦存の状況に規定された硬直的な産業構造となる｡(極端な場合にはモノカルチュア経済に

なってしまう)｡近年､国際状況が変動的になるにつれて､国際市場の変動に伸縮的に対応

しうるために､各国ともあらゆる産業部門をある程度維持 した上で､各々の産業部門内で比

較的有利な分野に生産♂フ重点をシフ トさせて輸出し､そうでない分野を輸入に頼るという､

いわゆる産業内貿易 (水平分業)の時代に移行 している｡こうした状況下では､産業構造の

似通った国の間でも､産業内貿易 (水平分業)からの貿易利益は発生する訳である｡

ちなみに､ニュージーランドとオース トラリアの間での二度目の自由貿易協定cERの成功

に刺 激されて､1989年に同じく産業構造の似通ったアメリカとカナダの間での二国間自由貿

易協定cAFTAが締結され､さらに､1992年にメキシコを加えて北米自由貿易協定NAFTAが

締結されたことは記憶に新 しい｡

2.オース トラリアの自由貿易協定への取組と交渉経過

次に､オース トラリアの自由貿易協定の締結状況と交渉経過について見ておこう｡先ず､

既に締結済みの協定としては､以 下の通 りであるo

1)豪州･ニェ-ジーラン ド間経済関係緊密化協定 (ANZCERTA､略してCER)

この協定は､現在のように低迷するWTOに代わって自由貿易協定が乱立する以前の1983

年に締結された｡それ以降の20年間に商晶貿易は平均年率10%で拡大し､投資は平均年率

18.6%で拡大してきた｡この状況からも分かるように､現在､最も成功 している自由貿易
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協定として高く評価されている｡

2)シンガポール ･豪州間自由貿易協定 (SAFTA)

この協定は2003年 2月17日に締結され､2003年 7月28日に発効 している｡2001年4月の

交渉開始から2002年10月までに10回の交渉が行われた｡この協定では､関税削減､サービ

ス､特に教育､環境､通信､の分野での市場開放を推進することが合意されている｡さら

に､競争政策､政府調達､知的所有権､電子商取引､関税手続きや商用出張における門戸

開放をも進めることを目指 している0

3)タイ ･豪州自由貿易協定 (TAFTA)

この協定は､オース トラリアが既に締結 している自由貿易協定の中で､最も新しく合意

された協定である｡2005年 1月 1日より発効 し､商品 ･サービスの貿易と投資の自由化を

推進することを目指 しているCオース トラリアからタイに輸入される全製品の関税が2010

年 1月 1日までに撤廃され､サービス貿易と投資についても大きく開放されることが期待

されている｡

4)豪米自由貿易協定 (AUFTA)

ガットのウルグアイ･ラウン ドからwTO成立にかけて､最も声高にグローバルな自由化

を主張した国同士の自由貿易協定であり､当事国の間のみならず､国際的に成 り行きが注

目された協定であった｡そのため､WTOの精神 と地域間自由貿易協定との整合性をめぐ

る論争が続き､互いに妥協できずに意地を張り合ったため､交渉過程はかなりの長期に及

んだ｡最終的には､オース トラリアが一時的にかなり妥協 した末に､2004年 5月18日に締

結された｡この協定では､2000億米 ドルの対米輸出市場へのアクセスを確保 したことにな

り､オース トラリアの国際経済研究センターの推定では､発効後の10年間にオース トラリ

アのGDPを60億 ドル増加させ､2012年までに､雇用を0.3%増大させ､30,000人の雇用機会

を創出することになると期待されている｡

オース トラリアが既に締結 している自由貿易協定は､以上に示 した4つのケースである｡

この中で､ニュージーラン ドとの協定は極めて順調な成果を挙げている｡ しかし､その他の

ケースは､いまだ､必ず しも期待されたとおりの成果を挙げているとは言い難いものもある｡

特に､アメリカとの協定は､事ある毎に､締結された協定内容の実施方法の細部をめぐって

協議が繰 り返されている｡これらに加えて､現在､オース トラリアが交渉中の自由貿易協定

としては､以下の通 りである｡

1)豪州 ･ASEAN･ニュージーラン ド間自由貿易交渉

前述 した通 り､ニュージーラン ドとの間の自由貿易協定である経済関係緊密化協定

(CER)が大きな成功を収めたことを受けて､オース トラリアは､この協定の成果をアセ

アンとの間にも拡張した地域間協定にすべく積極的に働きかけている｡2004年11月30日､
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ハワー ド首相 とASEAN およびニュージーラン ドの代表者が､2005年の早い時期に豪州 ･

ASEAN ･NZ問の地域間自由貿易協定の交渉を開始することを公表 した｡ラオスで開かれ

た会合で､12人の代表者が商品とサービスの貿易と投資をカヴァ- し､各メンバー国の

wTOでの自由化以上の規制緩和を含めることに合意 したO さらに､ 2年以内に締結 し10

年以内に合意事項を完全履行することを合意 したO既に発効 しているシンガホ-ルやタイ

との二国間FTA協定や現在検討交渉中のマ レーシアとの二国間自由貿易協定の交渉を補完

するものであり､実現すれば地域間で重層的な自由化協定が成立することになる｡

2)豪州 ･マレーシア間白頭貿易交渉

2005年4月 7日に､両国首相が二国間白頭貿易協定の交渉を開始することに合意 した｡

マレーシアは､重要な経済パー トナ-であり､アセアンの中では第2の貿易相手国であり､

世界的に見ても第 9位の貿易相手国で､両国間の総貿易額は100億 ドルに達 している｡マ

レーシアは､現在､4つの二 国間自由貿易協定および5つの地域間自由貿易協定の交渉に

取 り組んでいるため､オース トラリアとの第 2匝卜会合の延期が報告されていたが､2005年

11月14日の週に､貿易および紛争解決問題について､会議が開催された｡第 3回の会合は､

2006年初頭に開催 されることになっている｡

3)豪州 ･アラブ首長国連邦FTA交渉

オース トラリアとアラブ首長国連邦は､2005年 3月16日に自由貿易協定の交渉を始めたC

2005年 7月25日～26日にオース トラリア首相がアラブ首長国連邦を訪問 した際に再度､確

認 している｡これまでの3回 (第 1回は3月にキャンベラで､第2回は6月にアラブ首長

国連邦で､第 3回は12月にゴール ドコース トで開催)の交渉で､財 とサービスの貿易､投

資､知的所有権および法的問題について､大きな進展があった｡第4回の交渉は2006年初

頭にアラブ首長国連邦において開催されることが予定されている｡

4)豪州 ･日本FTA1-.1%針生検討会

2005年 4月20日に､両国首相は､日豪間自由貿易協定の可能性をめぐる検討会を開始す

ることに合意 した｡ 日本は石炭､石油､天然ガス､アル ミ等の鉱物資源や農産物に関して

オース トラリアの最大の貿易相手国であり､観光においても年間70万人以上の旅行者がオー

ス トラリアを訪問する第 2の相手国である｡2003年 7月に公約 されていた ｢貿易および経

済構造｣に関する研究会の-一部として､自由貿易協定の意義を分析することを課題とするo

今後20年間に生じるオース トラリア-のGDP拡大効果の現在評価額は387億豪 ドルであり､

消費者便益の増大は同じく194億豪 ドルとなる｡ 日本-のGDP拡大効果の現在評価額は274

億豪 ドル (約2.2兆円)であり､消費者便益の増大は同じく683億豪 ドル (約5.6兆円)とな

るO また､2020年には､オース トラリアのGDPは自由貿易協定の無い状態に比べて0.7%

も大きくな り､同じく日本のGDPは､0.03%大きくなることが予測されている｡オース ト

ラリア側は積極的であり､日本側も外務省や経済産業省はこの検討会自体には積極的であ

るが､農林水産省はこの検討会を持つこと自体に極めて強い拒否反応を示 している｡それ
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故､他の園との自由貿易協定の交渉に比べて､日本との自由貿易協定の交渉はそれほど進

展 していない｡

5)豪州 ･中国間自由貿易協定

オース トラリアと中国の間での自由貿易協定の可能性を探る合同研究会が､2005年 3月

に完 TL､両国間の自由貿易協定の実現を通 じて豪中両国に大きな経済的利益があるとい

う結論に達した｡これを受けて､2005年4月18日､ハワー ド首相と中国首相が､この研究

会の結論に従って､自由貿易の交渉を開始することに合意 した｡

オース トラリアと中国間の自由貿易協定に関して､第 1回交渉会議が2005年 5月23日に

シ ドニーで開催され､オース トラリアの貿易相MarkVaileと中国の商務副大臣貌建国の間

で討論され､今後年4回のペースで作業会議を持つことで合意したDその後､豪中間自由

貿易協定の第2次交渉会議は､2005年8月22-24日に北京で開催された｡

さらに､豪中間自由貿易挽定の第3次交渉会議が､2005年11月2-4日にかけて北京で

開催された｡豪州側は外務貿易省が､中国側は商務省が担当したが､その際､4つの分科

会 (①農業､②商品貿易､③サービスと投資､④知的所有権)に分かれる形で開催されたO

また､次回第4回会合は､2006年2月または3月にキャンベラで開催されることになってい

る｡

中国も現在のところ､香港､マカオおよびアセアン10カ国と自由貿易協定を交渉 してお

り､さらに､オース トラリアと産業構造が競合するニュージーラン ドやチリを含めて､南

アフリカ関税同盟のメンバー国､また､日本､韓国､イン ドとも交渉を始めようとしてい

る｡こうした中国を取 り巻く自由貿易協定の交渉競合国に対 して､オース トラリアは､自

らの対中匡泊 由貿易協定の締結を通じて､市場シェアを維持 ･改善する必要性に迫られて

いる｡

3.豪州 .中国経済の動向

本節では､豪州 ･中国間自由貿易協定の締結交渉を論 じるに先立って､耐司の経済事情を

比較検討することにする｡図 1に示すとお り､オース トラリアの対亡机重婚針日額は着実に拡大

してきている｡特に､2000年以降この拡大は顕著になってきている｡これを､製造業､農業､

鉱産物の別にみると､一貫して､顕著な増加を示 しているのは鉱物資源である｡製造業も殆

農産物の輸出に関しては､1998年から1999年の期間と2003年から2004年の期間は増加傾向 ト

レン ドを若干下回っている｡このように､オース トラリアの対中国輸出は､全体としては､

顕著に伸びているがこと農産物輸出に関しては､豊凶による変動を含みながら推移 している

のが現状である｡
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｢~~~ ~ー】Mmー～ Ŵm
図 1 過去10年間のオース トラリア対申輸 出の急速な拡大

表1 豪州一中国問の貿易(2003)

他方､表 1は､オース トラリアと中国の双方

向の貿易について､最近年 (2003)における状

況をより詳細な晶日分類について示 しているO

これを見ると､両国の対相手国輸出の商品構成

に極めて明確な対照性が見られる｡つまり､オー

ス トラリアからの対中国輸出の商品構成は､農

林水産物および資源 (いわゆる一-一次産品)が中

心であるのに対 して､中国の対オース トラリア

輸出の商晶構成は製造業品が[巨Lであることで

ある｡現在､中国は､特に､その沿岸部を中心

に急激な工業化を進めつつあるが､山方､オー

ス トラリアでは､一次産業の比重は次第に低 F

Lつつあるものの､製造業の伸びは期待できな

い状況にあり､産業構成におけるシェアを拡大

しているのはサービス産業である｡それ故､こ

項目
USSm uSSm

小変野菜:果物.ナゾソ類油鴇種子その他耕碓作物 0932044457123?Ijt7575217909663や200533ー03740642386523766890337150560899790 00930504__000214日00ll2I00]6687888234225795860462652,ー522975.95100140_307089120713I10I239082010331

そ､の他否産物毛糸,絹糸用キ与木本ー

蕗介石炭ボー牛肉食肉植物礼_製加美砂糖その績物類.石油.ガス加工品;-*お.よぴ脂肪FIR栄他の娘羊食用飲料およ_ぴタ′くコ製品

衣服木材製品* i263560240206133524434.599

涼料 UrHledNatLOnS(2004)

滋糾)1;牧 川

の両国の輸出商晶の対照性或いは補完性は､今

後ますます､顕著になるものと見られる｡それだけ､貿易補完性を強め､二国間自由貿易協

定による貿易利益の拡大の潜在性が大きいということである｡両国ojこうした関係は､極め

て最近のことであり､中国がWTOに加盟する以前は､両国の輸出品の構成にはかなり競合

するものがあった｡中国の改革 ･開放期以来､国内の工業化は急速に進み､国内の産業構成

に占める製造業の比重は高まりつつあったが､輸出構成に占める製造業晶の比重は､つい最
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表2 豪州の顕示比較優位指数(RCA)

項 目 2000 ∃ 2001 2002 2003

小 麦 15.41 ∃ 14.85 14.50 10.24
穀 物 3.21 】 2.40 4.08 2.53

羊 毛 . 繭 67.48 70.96 70.72 63.57

石 油 1.50 1.46 1.39 1.55

鉱 物 8.70 8.29 8.70 9.46

牛 肉 加 工 品 14.43 16.80 15.06 16.23

乳 製 品 5.86 5.22 5.41 4.58

織 布 .繊 維 0.51 0.47 0.43 0.37

秩 .鉄鋼製品 0.54 0,34 0.34 0.43

金 属 製 品 6.99 6.99 7.01 6.66

出典)文献 〔4〕

近まで､それほど高くはなく､むしろ一次産品が中心であったoこの段階までは､オース ト

ラリアと中国は､その輸出品について互いに競合する部分が多かったのであるO

次に表 2は､オース トラリアの商品別の国際競争力を顕示比較優位指数 (RCA) とい う

指標で示 したものである｡

ここで､顕示比較優位指数 (RCA) とは､特定国 (たとえばオース トラリア)の全商品

の総輸出額X.Jこ占める或る商晶の輸出額xI.の比率を､全世界の全商品の総輸出額x"に占める

当該商品の輸出額x三､の比率で割ったものである｡つまり､ある国に関して､特定商品の輸

出額の比重が､世界の総輸出額に占める当該商品の比重の何倍大きいかを示す指標である｡

これを式で示すと次のようになる｡

したがって､この指数が 1より大きければ､その国の輸出における特定商晶の重要度が､

世界全体の輸出に占める当該商品の塵要度よりも 大きいことを示 し､このことは､この国

が､当該商品に関して､世界の平均以上に国際競争力を持っていることを示 しているのであ

る｡この場合､貿易が自由化されれば､この国の当該商品の輸出は相対的に拡大することに

なる｡

逆に､この指数が 1より小さければ､その間の輸出における特定商品の重要度が､世界全

体の輸出に占める当該商品の重要度よりも小さいことを示 し､その国は当該商品に関して､

世界の平均以下の匡=襟競争力しか持っていないことを示しているoその場合､貿易が自由化

されれば､この国の当該商品の輸出は相対的に縮小することになる｡
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また､この指数が 1に等しければ､その国の輸出における特定商品の重要度が､世界全体

の輸LL]JHこ占める当該商品の重要度に等しいことを示 し､このことは､この国が､当該商品に

関して､世界の平均水準の国際競争力を持っていることを示 しているのであるO この場合､

貿易が自由化されれば､この国の当該商品の輸出は現状のシェアを維持することになる｡

表 2によると､オース トラリアが最も大きな国際競争力を持っている商品は羊毛であり､

そのLt鋸土博子での重要度は世-界全体の輸出面での重要度の63から70倍も高いことが分かる｡次

いで高いのは牛肉加工品の16.23であり､小麦の10.24および鉱物の9.46がこれに続いている｡

このように､一次産品で高い国際競争力を有している反面､繊維､鉄鋼製品､機械などの製

造業晶は 1を下回ってお り､殆ど国際競争力を持っていないことが分かる｡

他方､表3は同じ顕示比較優位指数 (RCA)を中匡=則の貿易について示 したものである｡

データの利用可能性の関係で､製造業品に関してのみ示しているが､機械を除くその殆どで､

1を と回ってお り､比較的高い国際競争力を持っていることが分かる｡なかでも特に高いの

は､衣類､皮革製晶であり､次いで織布である｡このように､顕示比較優位指数という尺度

で見ても､オース トラリアと中国は互いの輸LlJl商品構成に関して補完的であり､双方とも将

来的に輸出を拡大する余地が大きいことを示している｡

表3 中国の顕示比較優位指数(RCA)

項 目 2000 E 2001 弓 2002 t 2003

資料)文献 〔4〕

次に､表4は､オース トラリアと中国との間の貿易について､現状 (2004年時点)での閣

税率を示 したものである｡オース トラリアでは0%から17.5%の関税率が各貿易商晶の間で

分布 しているO これに対 して､中国では1.0%から23.91%の関税率が各商品間で分布 してい

る｡このことからも､全般的に､中国は､オース トラリアよりも高い関税率を課 しているこ

とが分かる｡ しかし､ここで重要なのは関税率の分布のパターンである｡オース トラリアの

ど0.0%に近いO他方､オース トラリアの製造業晶については衣服の17.5%を筆頭に､織物製

晶の10.0%､皮革製晶の8.43%､自動車部晶の7.88%などが､比較的高い関税率を示している｡

しかし､2桁の関税率はこの2商品だけで､あとは全て--･桁であることからも分かるように

全体的にオース トラリアの関税による輸入保護は一都の製造業晶を除いてはかなり低いとい

える｡

-方､ 中国の関税率は清涼飲料 ･タバコの23.91%を筆頭に､食肉加工晶の17.24%､その
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他の加工食晶16.70%､衣服16.29%などが

比較的高いが､その他の商晶でもかなり高

くなっており､やはり一次産品よりも製造

業晶等の付加価値が高いものほど高い関税

率を課すというタリフ ･エスカレーション

の傾向が見られる｡

さらに､表 5は､WTO加盟後の中国が

大豆油､菜種油､およびや し油については､

枠内 (一次)税率も枠外 (二次)税率も共

麦､とうもろこし､コメなどの主要穀物に

ついては､枠内 (一次)税率は 1%と低く

設定されているが､関税割 り当て枠数量を

超えた枠外 (二次)税率は65%という高関

税で守られている｡あまり競争力の無い砂

糖は枠内 (一次)税率､枠外 (二次)税率

とも各々15%､50%と高く設定されている｡

他方､毛糸や綿などの繊維材料は､枠内

表4 豪州 ･中国における農産物および
工産物の推定関税率(2004年)

項 目 関税率
豪州 (% ) 中国 (%)

小麦 0.00 1_00
その他の穀物 0.00 3.00
果菜.ナヅソ類 0.76 7.ー3
油糧種子 0.62 a.00
植物性繊維 0.00 8.89
その他の農産物 0.16 8.92
午.辛,山羊,質 0,00 4.55
その他畜産物 0_00 ll.43
毛糸.絹糸用マユ 0_83 1,00
木材 0_40 8,35
魚介類 0_12 10.67
石炭.石油.ガス 0.02 4,89
ボーキサイト その他鉱物 1ー27 4,34
牛肉一その他の肉製品 0.00 15ー81
食肉加工品 0.81 17_24
植物油および脂肪 1.70 10_70
乳製品 0.86 12.2ー
加工米 0,00 1.00
砂糖 1,25 15.00
その他の加工食品 1,95 16,70
清涼飲料およびタバコ 2_61 23.91
織物製品 10.00 10.08
衣服 17.50 16_29
皮革製品 8.43 15_52
木材製品 4.28 4_95
紙製品.印刷物 3.48 5.46
化学.ゴム.プラスチック製品 2.60 7.41
秩 4.38 5.19
鉱産製品 4.5ー ll.72
自動車.部品 7,88 13.79
輸送 .電器 .その他機械設備 2,87 7.96

資料)文献 〔4〕

仁-一次)税率は 1%と低いが､その枠外

(二次)税率は各々38%､40%と高く設定されている｡但 し､現在のところ､現行の輸入水

準は､2003年の綿を除いてこの割当て枠輸入数量をはるかに下回っているので､しばらくの

間は､この高い二次税率が即座に適用される状況にはない｡ しかし､中国の場合､問題はむ

表5 中国農産物の輸入における関税割当て

枠内(-次) 枠外(二次) 年次 関税割当 輸入 輸入
税率 税率 数量 2002 2003

% % Kt Kt Kt

小麦 1 65 2004 9,636 632 450

トウモロコシ 1 65 2004 7,200 10 く5

栄 ー 65 2004 5.320 237 260

大豆油 9 9 2005 3,587 870 1.880

ナタネ油 9 9 2005 1,243 78 150

やし油 9 9 2005 3.168 1.695 2.330

砂糖 15 50 2004 i.945 1.183 780

毛糸 1 38 2004 287 191 170

資料 wTO

出典)文献 〔4〕
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こうした状況から判断 して､剛司とも二国間自由貿易協定が合意されたとしても､園内生

産者へのそれほど大きなマイナス効果は想定されず､む しろ貿易拡大によるプラスの活性化

効果の方がより大きく期待されているのであるC このことが､オース トラリア､中国とも二

国間自由貿易協定の締結合意に向けて極めて積極的に受け止めていることの大きな理由であ

るC

図2 豪州 ･中国間の商品貿易
(単位 :%)

中国の 中国の
総輸入に 総輸出に
占める 占める

豪州からの 豪州への
輸入のシェア 輸出のシェア

(出典)外務貿易省貨料

焚料)文献 〔5〕

中国の
総貿易 に

占める
豪州のシェア

豪州の 豪州の
総輸入に 総輸出 に
占める 占める

中国からの 中国への
輸入のシェア 輸出のシェア

豪州の
総貿易に

占める
中国のシェア

次に図2は､オース トラリアと中国のFl_糾う貿易額が互いの相手国の総貿易額に占める比重

を､1993年と2003年の 2時点において比較 したものであるDこれは､このコ剥離 等易に関し

ず､中国の貿易総額に占めるオース トラリアのシェアは 2%弱である｡ これを輸出側で見る

と中国の総輸出額におけるオース トラリア-の輸出のシェアはさらに低 く､I.7%前後であ

り､また､これを輸入側で見ると､中国の総輸入額に占めるオース トラリアのシェアは2.2

%程度である｡ どの場合も､2003年の値は1993年の値よりも若干高くなっていることが分か

る｡他方､オース トラリアの貿易総額に占める中 国のシェアははるかに高くなってお り､約

8.9%である｡ これを輸出側で見るとオース トラリアの総輸出額に占める中国への輸出のシェ

アは8.3%程度であり､これを輸入側でみると､オース トラリアの総輸入額に占める【二円司か

らの輸入のシェアは11.0%と高い｡ どの場合 も､2003年の値は10年前の1993年の値を2倍以

上に上回っている｡

このように､両国間の貿易関係は､中国にとってのオース トラリアの重要性よりも､オー

ス トラリアにとっての中国の重要性のほうが遥かに高く､また､10年前に比べて､その傾向

がさらに高まっていることが確認される｡この状況から､両国とも (中でも特にオース トラ

リアの方が)二矧間自由貿易協定の締結交渉に従来になく積極的に取 り組んでいるのである｡
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図3 豪州 ･中国間の投資の流れ
(単位 :百万米 ドル)

巳1991192

四2002_03

豪州から中国へ 中国から豪州へ

･(出典)外務貿易省資料

煎料)文献 〔5〕

また､図3はオース トラリアと中国の間での投資の流れを示 したものである｡オース トラ

リアから中国-の投資額は2002年度において63億米 ドルであり､1991年度の0.5億米 ドルか

ら約13倍に増加 している｡また､同じく2002年度に中国からオース トラリア-の投資額は

12.3億米 ドルであり､1991年度の6.0億米 ドルから2倍以上に増加 している｡各々の増加率で

は､オース トラリアから中国-の投資額の伸びの方が大きいものの､投資の絶対水準では､

中国からオース トラリア-の投資額の方が逆方向の投資額よりも約 2倍以上に多いことが分

かる｡この状況からも､両国間での自由貿易協定の推進から､両国とも互いに潤 うことが予

想されるが､その潤い方は中国よりもオース トラリアの方が大きくなると見られる｡

4.豪州 ･中国間自由貿易協定の経済効果

以上は､両国間の貿易と投資の動向についての記述であったが､次に､オース トラリア ･

中国間自由貿易協定が締結された場合の両匡卜＼の経済波及効果に関して､オース トラリアの

研究機関が応用--般均衡モデルを援用 して､シミュレーションによる政策評価を実施 してい

るOこのモデルは､通常の構造シミュレーション ･モデルとは違って､lT寺点における--般

均衡状態が､想定する与件変動に伴ってどのように変化するかについて予測するもので､与

件変動の前後の時点において均衡値がどう影響されるかに関して比較静学を行 うものである｡

したがって､予測される変数の絶対的水準にはあまり大きな意味はなく､均衡状態をベース

ラインとして､それからの相対的市離の方向と大きさという形で議論するものであるOモデ

ルの細部の特定化に関わるパラメーター等の値は､必ず しも原データから全てを推定するの

ではなく､既存の研究例から借 りてきて当てはめるというカリブレーションを実施 してモデ
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ルの現実再現性を確保 している｡モデルの詳細は員数の制約から省略するが､商品分類に関

しては計測過程で使用された57部門を1鋸,=E,目および農業､鉱業､製造業､サ-ビス業の4産

業部門に集計して要約されている｡また､国 ･地域分類についても､貿易に関与する多数の

国に関して､オース トラリア､中国およびその他世界の3つの当事国 ･地域として集計した

とで､要約されている｡なお､モデル白身は､資本蓄積等を考慮 した動学的な体系になって

いる｡

図4 実績､予測および政策シミュレーション

図4は､この手法による予測シミュレーションについて説明したものである｡前述 したよ

うに､応用--一般均衡モデルでは､既存の均衡状態からの変化分が推定されるのであって､そ

図5 豪州の実質GDPにおけるFTAの影響

2005
賃料)文献 〔5〕
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の絶対水準自体にはあまり意味が無い｡ したがって､比較基準となる現状が継続 した場合に

対応する基準経路の実績に対して､その状態の延長としての予測経路と或る与件変化が生じ

た場合の経路の予測とが対比されて示される｡常に政策の効果は､このガイ ドラインとして

の基準経路のケースとの関係でシミュレー トされる,

その上で､図5と図6は､オース トラリアと中国の間の自由貿易協定の締結が､各々､オー

ス トラリアと判:室==こ及ぼす経済波及効果について､現状が継続 した場合 (FTAが締結されな

い状態)との対比として示したものである｡

この結果によれば､オース トラリアに関しては､自由貿易協定を締結 しない場合､その基

本的成長経路は年平均成長率3,349%であるのに対 して､自由貿易協定を締結 した場合には､

年平均成長経路は3.388%-と､0.039ポイン ト高くなる｡

さらに､自由貿易協定の効果として､2015年時点では､基本成長経路が継続 した場合に比

べて実質GDPが0.37%だけ増加することになるOこの場合､オース トラリアと中国との間の

巨=二日貿易協定を締結した場合の総効果は､ 2つの成長経路の間の面積として示されるoこの

方法によると､2006年から2015年の間の年次格差の総価値を2005年時点の価値で評価 した額

は180億米 ドルとなるO

図6 中国の実質GDPにおけるFTAの影響

200.I)

資料)文献 〔5〕

同様に､中国に関しては､自由貿易協定を締結 しない場合､その基本的成長経路は年平均

成長率6.669%であるのに対 して､ 自由貿易協定を締結 した場合には､年平均成長経路は

6.711%-と､0.042ポイン ト高くなるo

さらに､自由貿易協定の効果として､2015年時点では､基本成長経路が継続 した場合に比

べて実質GDPが0.39%だけ増加することになる｡この場合､オース トラリアと中国との閣の

自由貿易協定を締結 した場合の総効果は､2つの成長経路の間の面積として示されるOこの
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方法によると､2006年から2015年の間の年次格差の総価値を2005年時点の価値で評 価 した額

は64億米 ドルとなる｡

この結果を比較すると､両国とも自由貿易協定の締結により､大きな利益を得ることにな

るが､どちらかというと､中匡は りもオース トラリアの方が相対的に大きな利益を売ること

になるo現在､オース トラリアは､特に､中国との自由貿易協定の締結に非常に熱心になっ

ているが､その理由はこうした事情を反映 しているのである｡

図7 2006年から2010年に亘る段階的自由化と2006年での完全自由化
豪州 :商品貿易の国境保護削減による実質GDPの(基本経路からの)禿離

(2006-2015､単位 :百万米 ドル)

2005 2006 2007 200S 2009 2010 2011 2012 2013 201L1 2015

-----〇一2006年における完全自由化

一 不一- 2006年から2010年にかけての段階的自由化

(注)国中の会名劉ま2005年時点の米 ドル表示の割引問残客員の流れを示す

焚料)文献 〔5〕

図8 2006年から2010年に亘る段階的自由化と2006年での完全自由化
中国 :商品貿易の国境保護削減による実質GDPの(基本経路からの)乗離

(2006-2015､単位 :百万米 ドル)

2005 二ZOO(1 2007 20OS 2009 2()lO 2011 20 12 2013 20lL1 2015

---中一 2006年における完全自由化

-祐 一-2006年から2010年にかけての段階的自由化

(注)降中の会名かま2005年時点の米 ドル表示の割引間残韻の流れを示す

'iq料)文献 〔5〕
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また､図7と図8は､2006年から2010年にかけて段階的に自由化 した場合と2006年時点で

即時に完全自由化 した場合の効果を比較 したものである｡容易に予想できるように､即時自

由化 した場合の方が途中の各年次において大きな効果を生 じてお り､オース トラリアの場合

には､2014年以降に両ケースの効果が同様な水準に収束していくことになる｡この事情は､

が比較的緩慢に生 じて来るのに対 して､中国の場合には､自由化開始直後から生 じてくるこ

とであるCさらに､両ケースの飢=ETlヒ効果が同様な水準に収束する時期も､2013年以降であ

り､オース トラリアの場合よりもやや早い時期で生じている｡ この点から言えば､自由化の

累積的効果を現時 点で評価する場合､他の条件を一定とすれば､ 中国の方がより大きな現在

価値として資本還元される傾向にある｡ しかし､前述 したように､効果の総額としては､オー

ス トラリア側に大きく生 じている｡

表6 2006年での完全自由化 :州別生産額への影響

NSW 0.0() 185 0.ll 3O7 0.15 43ti 0.32 930

VIC 0.0() 117 0.ll 208 0.15 293 0.32 61()

OLD 0.ll 153 0.10 142 0.14 Ⅰ97 0.3() 49】

SA 0.09 50 0.ll 59 0,15 82 0.54 191

WA 0.34 283 0.12 98 0.14 122 O,6t 503

TAS 0.22 37 0,ll 18 0.15 25 0.47 80

NT 0.tO 10 0.日 ll 0.ー5 ド 0.3() 36

ACT 0.03 6 0.1() 18 0.1() 28 0.29 53

焚料)文献 〔5〕

また､表6は､判司との自由貿易協定の締結により､2015年時点でオース トラリアが受け

る経済的影響を各J)情刷こ示 したものであるo商品貿易の自由化と投資の自由化およびサービ

スの酎士1化という3つの側面での自由化ごとに､その各州別の効果を示 している｡先ず､商

品貿易が各州に及ぼす効果については､酉オース トラリア州が2.83億米 ドルで0.34%の増加

であり､増加額でも増加率でも最も大きな拡大効果を受ける｡次いでニューサウス ･ウェー

ルズ州が1,85億米 ドル､クイーンズラン ド州が1.53億米 ドル と続いてお り､効果が小さいの

は首都特別地域 (ACT)の0.06億米 ドル､北部特別地域の0.1億米 ドル､南オース トラリア州

の0.5億米 ドルとなっている｡ しかし､増加率では､酋オース トラリア州 (0.34%)についで､

タスマニア州の0.22%､クイーンズラン ド州0.11%が大きく､最も小 さいのはオース トラリ

ア特別地域0.03%となっている｡

また､投資の自由化からの経済効果については､ニューサ ウス･ウェールズ州の3.07億米

ドルが最大であり､次いでビク トリア州が2.08億米 ドル､クイーンズラン ド州が1.42億米 ド

ルと続いてお り､効果が小さいのは北部特別地域の0.11億米 ドル､首都特別地域 (ACT) と

タスマニア州の0.18億米 ドル となっている｡ しか し､増加率では､西オース トラリア州
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(0.12%)が最大で､もっとも小さいのはクイーンズラン ド州 と首都特別地域 (ACT)の0.1

%であり､その他の州は全て0.11%となっている｡このように､投資の自由化がもたらす増

加率としての経済効果は各州とも殆ど差が無いといえる｡

さらに､サー ビスの自由化からの経済効果については､ニューサウス ･ウェールズ州が

4.38億米 ドルでもっとも大きく､次いでビク トリア州の2.93億米 ドル､クイーンズラン ド州

の1.97億米 ドルと続いてお り､効果が小さいのは北部特別地域の0.15億米 ドル､タスマニア

州の0.25億米 ドル､首都特別地域 (ACT)の0.28億米 ドルとなっている｡ しかし､増加率で

は､首都特別地域 (ACT)の0.16%が最高であり､増加率が最も低いのは､クイーンズラン

ド州と酉オース トラリア州の0.14%である｡その他の州は全て0.15%の増加率であり､全体

として殆ど差が無い｡

ちなみに､これらの商晶貿易､投資､サービスという3つの項目の効果を合わせた総経済

効果については､増加額に関して最も大きいのは､ニューサウス ･ウェールズ州の9.3億米

ドルであり､次いでビク トリア州の6.19億米 ドル､酉オース トラリア州の5.03億米 ドルと続

いてお り､効果が小さいのは北部特別地域の0.36億米 ドル､首都特別地域 (ACT)の0,53億

米 ドル､タスマニア州の0.80億米 ドルなっている｡ しかし､増加率では､酉オ-ス トラリア

州の0.60%が最高であり､次いで､タスマニア州の0.47%､クイーンズラン ド州 と北部特別

地域の0.36%が大きく､最も小さいのは首都特別地域 (ACT)の0.29%となっている｡通常､

自由貿易協定の自由化実施完了期間は10年以内であるが､この期間を考慮 した10年後の2015

年時点において､オー戸 トラリアが受ける経済的便益の総効果は､30.07億米 ドルであり､

増加率の尺度では0.37%であることになる｡

5.おわりに

周知のとお り､近年の国際貿易交渉は､WTOの停滞が続 く中､二国間のFTAが錯綜する

という状況を呈している｡既にしばしば指摘されているが､この二つの自由化交渉の整合性

が問題にされているO本来､無差別性と最恵国待遇 (および内国民待遇)を原則とした自由

貿易を追求するWTOの精神 と､協定締結国と非協定国の間で差別を設けようとするFTAと

は､そもそも矛盾するものである｡ しかし､WTOは､その第24条8項の例外規定において､

--一定の条件のもとで､FTAを容認 している｡この条件とは

(1)実質的に全ての商品の貿易を対象とすること

(2)FTAの締結によって非協定国に対する貿易制限を高めないこと

(3)妥当な期間内に完了させること｡

の3点である｡このどれをとってもその規定は明確ではなく､その解釈を巡って多々議論さ

れてきた｡最初の例外条件 (1)に関しては､大方の合意として､90%以上の商品を含めれ
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ばよいと解釈されており､また､3番目の条件に関しては､大体10年を目処に自由化を完了

させることが望ましいと解釈されているo Lかし､実際に締結されている(170組以 上の)FT

Aの多くは必ず しもこの条件を満たしていないのが現実であるO

さて､国際地域協定には､地域統合の程度に応 じて幾つかの形態があるoその中で最も注

目されているのが､｢自由貿易協定｣と ｢関税同盟｣である｡ 自由貿易協定では､締結国間

で関税 ･数量規制を撤廃するが､非協定国に対して共通関税を課さない.これに対 して､関

税同盟は自由貿易協定の内容に加えて､非協定岡に対 して共通関税を課す協定であるoさら

に､貿易自由化だけでなく､投資の自由化や様々な二国間協定を含むより広い協定が ｢経済

連携協定｣であり､最近ではこの形態が多くなってきている｡こうした地域間協定に加えて､

労働 ･資本などの生産要素の自由な移動も認める ｢共同市場｣や､さらに経済政策や制度を

も共通にする ｢経済同盟｣がある｡現実の例で言 うと､NAFTA等は自由貿易協定､ 日本 ･

シンガポール協定は経済連携協定の形態であり､以前のEECは関税同盟で､現在のEUは地

域統合の程度をさらに高めた共同市場の形態である｡

自由貿易協定か関税同盟かの違いは､この地域貿易協定の効果が非協定国にフリーライダー

として横取りされる可能性に関係 してくる｡関税同盟の場合はこれを排除できるが､自由貿

易協定の場合には､その効果が非協定国に便乗される可能性がある0 日本 ･シンガポール経

済連携協定を例にすると､例えば､非協定国に対して､日本は10%の関税をかけ､シンガポー

ルは5%の関税をかけていた場合に､アメリカが実質的には国内で生産されたものをシンガ

ポールを経由して日本に輸出すると､本来の10%の関税ではなく5%の関税で輸出できるこ

とになり､協定の成果をアメリカに横取りされてしまうことになる｡この問題は､ 中国が北

朝鮮を迂回することにより高関税を逃れて韓国-輸出するという現実問題 として発生 してい

る｡こうしたことを防ぐために､原産地規則 (l･uleoforigin)として､関税分類変更 (タリ

フジャンプ)基準と現地調達比率 (ローカルコンテンツ)基準が採用されている｡いずれも

協定相手国で実質的に生産加工されたものに自由貿易の効果を限定するための規則である｡

しかし､国際経済学者のクルグマンは､これらの規則を厳密に適用することは､膨大な事務

作業量を要し､その トランザクションコス トが却って貿易の促進を阻害する可能性があるこ

とを指摘 している｡

どの形態の地域貿易協定を採用するかは､それがもたらす貿易創出効果と貿易転換効果が

自国､協定国または世う酎こ対 してどのような経済厚生効果を生 じるかによる,ここで取り上

げた豪州 ･Ef堰l間自由貿易協定は､どの形態の貿易協定を目指すべきかについても､上記の

ような観点から十分な議論が交わされている｡
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